
へ一ゲル哲学生成上の根本問題

名　田　史　幸

　この小論文の目的は，「行為・実践」の問題を基軸に据えて，へ一ゲル哲学

の基本的原理であるIdee・Geistの立場の成立過程を考察することにある。

その際考察の基軸が「行為・実践」に関するへ一ゲルの叙述に置かれることは

必然的意味を有している。というのはへ一ゲルの思想形成期であったイエナ時

代に於いて彼はこの問題に集中的に向かっているからである。彼はそこで，自

己に先行する諸思想の内に現われた「行為」に関する把握に対して批判を加え

る。そしてこの批判の過程を通じて彼は自己の哲学的原理，Idee・Geistの概

念を形成してゆくのである。この過程を論理的に整序することが当論文の課題

である。

　r生ける美俸とは古在ではあっても，真実には圭床（Subjekt）であるとこ

ろの存在，或はいいかえると，真に現実的であるところの存在であるが，そう

であるのはただ実体が自己自身を定立する運動であるかぎりに於いてのみのこ

とであり，いいかえると自己の他在となりながらそのことを自己自身と媒介す

　　　　　　　　　　　　　　（ユ）
る運動であるかぎりのことである。」へ一ゲルは『精神現象学』序文における

周知の文章によって自己の哲学的立場の誕生を高らかに宣言したのであるが，

この文中に於いても端的に示されているように，へ一ゲル哲学成立のメルクマ

ールとなるものはまさに「主体」の概念である。すなわち，属性の基体である

r実体（Substanz）」がr主体」であるということは，逆に言えば，Subjektが

同時にSubstanzたる資質を有しているということと同義であるからであり，

従ってSubjektが如何に自己にSubstanzたる資格を与えるかが，実体は主

体であるという命題を支える基盤をなしているのである。そして更にへ一ゲル

はr実体が主体である」ために要請されたかの「媒介」に関して次のように規

定している。「媒介とは自己自身への反省であり，対自的に存在する自我とい
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う契機であり，純粋否定性であり，或はこの否定性だけを純粋に抽象にまで引

　　　　　　　　　　　　　　（2）
き下げていえば，単純た生成である」。このようにr主体」の在り方がr自我」

「反省」と規定されたことを見て判るように，へ一ゲルの「実体」把握は究極

的にはこの「自我」の把握に連なっているのである。へ一ゲルはかの「生ける

実体」つまりr存在であると同時に主体である実体」をIdee・Geistとして構

想したのであるが，これらのことから我々は，へ一ゲルがデカルト以来の哲学

的伝統の内に在ることを看取しうる。「自己意識的精神が現在立っている段階

に注目するならば，精神は思想の場面に於いてかつて営んでいた実体的な生活

を越え出ている。即ち精神は自分の信仰という直接態を越え，意識が実在と自

己との宥和について，叉この実在の内的外的な，普遍的な現在について有して

いた確信から生まれる満足と安泰を越え出ている。しかし精神はただこの段階

を越えて自己自身のうちへの実体なき反省という他の極に移行しているだけで
　　　　　　・・　　　　　　　　　（3）
はなく，この反省をも叉越えている」へ一ゲルはこのように自己の時代の精神

を綾述した。「自己自身の内への実体なき反省」あるいは『信仰と知』という

論文に於いては「主観性」として精神の現段階を規定し，更にそれらを「世界

精神の偉大な形式」として総括しているようにへ一ゲルは近代を画する精神の

原理を次のように把握していたのである。すなわちデカルトがegO　COgit0を

第一の明証としたように，「自我（Ich）」が，それに対して対象的世界が「私に

対する存在」，FOr・mich・sein，として向かい立つ（Gegen－stehen）ところの中

心点と成ること，その意味に於いて「自我」が世界をVOr・Ste11enするという

関係性のr基体（subjectum）」と成ること，がそれである。そしてこのよう

な「主体（Subjekt）」としての「自我」に於いて，その「実体なき反省」を媒

介として「実体」を構想すること，このことが「我々の時代は誕生の時代であ
（4）

る」としてへ一ゲルが自己の哲学に課した課題だったのである。つまり，「主

体こそが真実の実体である」という視座に於いてへ一ゲルはIdee・Geistを構

想せねばならなかったのであり，従って我々がそれらの成立を「主体」の概念

から整序してゆくことは上述のへ一ゲルの問題意識からして十分な妥当性を有

しているといえるのである。
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　I，近代の「実践哲学」へのへ一ゲルの批判

　へ一ゲルが先行する思想に対する批判に向かう時，「思想の諸規定性は自我

という否定的なものの威力，或は純粋な現実態を自己の存在の実体とし境地と
　　　（5）
している」とされるごとく，その批判はまさにこの「自我」「主体」の諸様態

に対する批判を意味している。そして更にこの批判の過程はそれを通じてへ一

ゲルが「真の主体の何であるか」を見出してゆく過程と同一なのである。へ一

ゲルの批判対象はイエナ期を通じて主に近代の「実践哲学」であった。いうま

でもなくそれらの学の主要関心は，道徳的実践的原理を人間自身の固有の本性

から基礎付けること，つまり「基体」としてのSubjektを基点にして構築す

ることであったが，その際それらの原理はこのSubjektの有する規定性を基

盤として二つの形式に分裂する。へ一ゲルはこの二つの原理とそこに於ける

r主体」の概念を批判し且それらを統一する立場からIdee・Geistを構想す

るのであるが，我々はこの過程を整序して次のように総括することができる。

　A）Subjektはまず第一に経験的なものとして自己を定立する。すなわち，

経験的定在というRealitatとの「自覚的な宥和」がその立脚点を与えるので

ある。　しかしながらこのようなSubjektの立場に於いてそもそもそれ自身が

有している対立の構造が顕在化する。というのはこの際のSubjektは，実践

的行為の領域に於いて，経験的世界に於ける「定在との宥和」つまり感覚的な

「享受」をその第一の原理とするのであるから，それは必然的に「特殊性・偶

然性」の運命を免れず，それに対して行為の「客観的・普遍的妥当性」の契機

は対立する他の極として現われることになる。へ一ゲルはこのような構造を次

のように規定している。すなわち上述の立場に於いては，「有限なものが即且

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）
対自的に在り，絶対的であり，それが唯一のRea1it身tである」のだが，この

有限性が陥いる多様性・数多性に対して個々の行為が客観的に妥当するのか否

かという側面，すなわち「享受」に対する「理性的行為」「実在性（ReaIit身t）」

に対するr観念性（Idealit乞t）」の契機は，第一のものとされた前者に対して

同一たることを保証されるのではなく逆にそれに対して外的な制限という形式

でしか妥当しないという対立に陥いるのである。
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　へ一ゲルはこのようなSubjektに於ける対立の構造の思想的表現としてr経

験主義的幸福論」を挙示している。（その際彼は特にホッブズを念頭において

いる）ホッブズに於いては，r行為」とはr自己自身にとっての書きもの（b0－

num　sibi）」の追求を第一の動因とし，それに対する接近の運動二意志的運動

としての生命運動であるr情念」の運動を基本的原理とするものである。そし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7）
て更にこの情念の運動を支配するr自然必然性」が行為にr権利」を賦与する

のであり，従ってこの自然必然性が全面的に貫徹する領域としての「自然状

態」の内では，人間は自己のbomm　sibi・自己保存のための全ゆる行為を意

志するがままに行なう昌畠を有している。すなわち，Subjektは情念の運動に

於ける自然必然性に基づいて自己の個別的意志とその行使を無制約的に妥当せ

しめるのであり，このように情念という自然的経験的意志の運動を基軸にして

個別的意志が「経験主義」の第一の出立点をなすのである。しかしながらこの

個別的意志は経験的なものとして特殊性・数多性の形式の内に存在し，且各々

が無制約妥当の内にあるのだからそれは共同の規範を欠いた，普遍的な統一な

き，しかも更に相互に対立・否定に陥いらざるを得ないような絶対的個別者，

有限者なのである。それに対してかの意志の普遍的統一の契機は，ホッブズが

「自然法」として演舞したものであるが，それは第一の意志に対してその無制

約性を制限し，一定の権利放棄を求め，そのことによって意志の共同性の実証

を要求する。そしてこの規範は理性によって意志自身の内に見出された戒律と

して，個別的意志の統一，つまり意志の普遍性をその根拠としているのであ

る。従ってそれは，自己自身の内には普遍性の契機を有さぬ行為が相互否定に

陥いらずに客観的妥当性を獲得するための新たな「制約」であり，へ一ゲルの

言葉でいえば行為に於ける概念，観念性，無限性の契機に当る。しかしながら

「経験主義」とは経験的・有限的実在に自己の基盤を置くものであり，従って

その第一の出立点は絶対的個別性＝あらゆる社会結合の規定性を捨象されて尚

個別的主体の内に見出される情念であり，そこに於けるSubjektは孤立化さ

れた諸アトムなのである。Subjektのこうした在り方に於いては「この数多性

にとって可能であるような最も微弱な統一としての諸アトムの秩序と結合，と
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いう概念に属するものさえも，やっと後から数多性に付加されるものとしてこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）
の数多性からは排除されているのである」。すなわち，経験主義の出立点は，

孤立化された個別的主体とその数多性であり，多たるものは相互に対しては在

るがしかし統一を欠いているのだから，それらはこの「統一」に対してはそれ

を自己の自由の内的深化として見出す内的必然性を有さず，逆に自己の自然的

・根源的自由の制限と見なさざるを得ないのである。従って「統一性」の契機

は「数多性」に対して疎縁なものであり，自然状態から社会結合への移行に際

して，後者は前者に対し「結合された参者がただそれと『支配』の関係に於い
　　　　　　　　　　　（9）
て定立されざるを得ない」ような外的な関係にあるのである。それゆえ経験主
　　　　　　　　　　　　　　　（工O）
義は「一と多との統一を排除する」のであり，この点にへ一ゲルの批判が集中

している。

　以上のようなへ一ゲルの論点から判るように，今や問題は「行為」に於ける

二契機，すなわち「実在性（Reali倣）」と「観念性」，「数多性」と「統一性」，

総じて意志の個別性と普遍性の間の関係として定立されてくるのである。

　B），　この問題を明瞭にするために，我々は経験主義に対して逆転した関係

にあるような近代の実践哲学の第二の方向に於ける「主体の概念」を考察する

必要がある。逆転した関係とは，先の対立二項の内後者がここでは抽象の最高

の極端にまで，つまり前老に対する絶対的な自律性，経験に対する先天性とし

ての「純粋実践理性」にまで高められたことを意味している。このような思想

傾向をへ一ゲルは「形式主義」「純粋に形式的な学」という名称で総括してい

る。この原理を経験主義のそれと比較してみるに，最も対照的な点は，後者に

於いては経験的内容の外的な制限としてのみ存在していた「行為に於ける観念

性」の契機が今やそれ自身として，行為の普遍的妥当性，絶対的な善・価値と

して把握されたことである。つまり「意志」に対してその普遍性の契機を第一

のものとして定立したのであり，これを自由の制限としてではなく逆に自由の

内的規定根拠として把握したのである。従ってSubjektはここではその普遍

性の契機に於いて第一に定位している。しかしながらこの立場に於いても尚対

立の事態は決定的である。つまり対立二項の内一方が「抽象」によって絶対性
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にまで高められたのであって，依然として有限性との対立は残存する，歪むし

ろ全ゆる有限者からの「超越」の内に「実践理性」の存在根拠があるのであ

り，しかもこの超越は有限性を自己から絶対的に分離したままなのであるか

ら，それは結局，経験主義の内に在って対立を最高度に完成させたにすぎない

のである。すなわち形式主義に於ける意志の普遍性・観念性は，全ゆる実在性

（Realit直t）から抽象され，孤立化せられて成立するものであり，へ一ゲルの叙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
辻を借りればr絶対的なものとされたNegationの最高の抽象物」，rEgoit査t」，

つまり抽象性としての純粋性：純粋理性なのである。もちろん形式主義は，自

己の第一の「原則」からRealit直t，つまり「義務」の特殊性を導出することに

よって両項の間隙を埋めんとする。この点に形式主義の「実践哲学」の体系

（道徳形而上学）が成立するのであるが，それに対するへ一ゲル以下の批判は

経験主義批判と丁度対照的に補完し合う。

　カントは「行為」の理性性を意志の「純粋統一」に定立した。その際この

「純粋統一」からは意志の規定根拠としての全ゆる対象，叉内容のMaterieが

脱落するのだから，それは意志に対して唯その立法的杉夫のみを規定するよう

な「汝の意志の格率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為
　（12〕

せよ！」という定言命法の根拠となるものである。そしてこのような意志主体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
は経験的に個別的なものにあらずして，カントが規定したように「純粋意志」

としての「自由意志」なのであり，かくある時はじめて「道徳の最上の原理」

としての「意志の自律」が可能になるのである。しかしながらこのような純粋

性が現実の領域，Realit乞tに適用される時，いいかえれば如何なる現実的行

為がこの形式主義の原理に従って妥当性を有するのかという問が立てられる時

には，形式主義は重大な欠陥に逢着せざるを得ない。つまりこの適用の際の

真理標徴はと言えばそれは形式主義に於いては対象の内容の区別なく全ゆる

Materieに対しても妥当するような「意志」の純粋統一つまり立法の純粋な形

式でしかない。その意味で「純粋実践理性からは法具■1の全ての素材が脱落す
（14）

る」のであり，「従って実践理性の本質はそれが何らの内容をも有さないとこ
　　　　　　（15）
ろに存している」のだから，かの「統一」「普遍性」から特殊な現実的内容を
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導出することは不可能である。いいかえれば「純粋な統一が実践理性の本質を

　　　　　　　　　　　　　　　　　（16）
なしているのだから多数の法具■jは不可能」なのであり，「義務」の数多性・限

定性は前者から導出し得ないのである。従って次のようなことになる。「この

形式主義がある法則を表明しうるためには，法則の内容をなすところの一定の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（工7〕
Materie・規定性がすでに定立されてあることが必要なのである」。つまり，形

式と内容との絶対的分離の下では「純粋実践理性」は形式的普遍性＝抽象的普

遍性でしかないがゆえに，それは自己の内容とその規定性・Reaht直tを自己に

対する所与性として前提せざるを得ないのであり，後者は「純粋理性の実践的
　　　　　　　　　　（18）
立法の能力外にあるもの」として，「純粋理性」とは別の存在根拠を有してい
　　　　（19）
るのである。従ってIdealit乞tとRealit葛tとの絶対的分離の上に成立するr純

粋理性」という「意志の統一」は抽象的主観性の原理＝EgOi蹴の原理に外な

らないのである。

　へ一ゲルによる上述のような分析と批判を追う内で我々には，近代実践哲学

の両原理が実は同一の論理構造の下に総括されることが明らかになる。（この

ことは単に思想上でのことのみではなく近代の「市民社会」の構造の問題とし

てへ一ゲルは把捉するのであるがこの小論文に於いては触れることができな

い。）すなわち，行為の契機として経験主義に於いては「享受」「実在性」「数

多」がr経験的・個別的主体」を基礎にr規定老（das　Bestimmende）」とさ

れ，形式主義に於いては「観念性」「統一性」が「抽象的普遍的意志」を一基礎に

その地位に置かれたようと，一方が分離固定化されてそれが「規定するもの」

とされ他方が規定されるものとされるという「因果的関係」が二重の様態に於

いて展開されたのであった。このようにSubjektがそれの契機の総体性から

分離され，一方の契機にのみ固定化されて孤立的に定位されることに於いて両

者は同一の構造を有するものであり，その二方向への定位の内で両Subjekt

は同一の地平の上で相互補完的なのである。（へ一ゲルは経験主義的原理の実

在的基盤として「欲求の体系」，形式主義的原理のそれとして「法の体系」を

同一の総体，つまり市民社会という同一の実体を基礎に展開している。）そし

てこのようなSubjektの在り方こそが，契機の総体から分離されて孤立化さ
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れた主観性＝「精神の自己自身への実態なき反省」といわれたものの内実であ

り，その意味でr近代的主観性」の内実なのである。Subjektは各々の契機に

孤立的に定立されることによって，真実に於いては自己自身のものである他の

契機との対立に陥いった。つまりSubjektは「統一性」を失い「実体性」を

欠除したのである。へ一ゲル哲学形成上の彼の問題意識はまさにここから生ず

る。すなわち，個別性と抽象的普遍性という対立項にReflexiOnして相互対

立に陥いったSubjektを，その反省の運動を媒介とし，まさにその直下に於

いて両者の統一を回復すること，つまりSubjektがr実体なき反省」である

と同時に「実体」であることを実証すること，これがへ一ゲルの基本的問題と

なったのである。このことをこれまでの文脈より言えば，現実的な実践的行為

の真の根拠をかの対立両契機の統一として示すことである。この根拠とはつま

り，そのうちで「理性的行為」と「最高の享受」とが同一であるような，すな

わちr観念性」と「実在性」，「普遍性」と「個別性」との統一を自己自身の内

に具有せるようなより高次のr主体（Subjekt）」であり，これをこそへ一ゲル
　　　　　　〔20）
はr理念（Idee）」と命名したのである。

　II，へ一ゲルのId㏄・GOi8t論

　我々はここで今課せられた問題，つまり，Ideeの成立の構造，すなわち行

為に於ける両契機の統一の構造を考察することになる。そしてこの点を中心に

して我々は同時にカントとへ一ゲルの関係の局面に立つことができる。という

のはここでの問題は，r主観性」をr純粋実践理性」という形態に於いてその

純粋な抽象にまで高めた観念論と，それが提示したIdeeの概念をへ一ゲルが

如何に受け継ぎ，且換骨脱胎して自己自身のIdeeの概念を形成したかという

問題であり，このことを見ることによって我々はへ一ゲルによるSubjektの

概念を明確にすることができるのである。その際，この問題が最も明瞭に現わ

れ，へ一ゲル自身の手による解決を示しているところの資料として我々は，r精

神現象学』に於ける章，「B　B精神，C自己自身を確信する精神，道徳性」を

見出すことができる。
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　我々はまず第一に，カントによって定立されたIdeeの意味とそれに対する

へ一ゲルの立場を考察し，次にへ一ゲル自身の視座によるSubjektの概念を

見ることにする。

1）　カント道徳哲学とr要請」論

　すでに考察されたようにこの学の立場は，観念性と実在性，統一性と数多性

との絶対的分離によって支配されているが，この対立は次のような形態に於い

て現れる。①，道徳的意識にとってはまず第一に「純粋義務」＝「汝の意志の格

率が常に同時に普遍的立法の原理として妥当するように行為せよ！」が自己に

とっての絶対的本質として妥当している。②，と同時に意識はr対象的意識」

としては「他在」との関係を具えている。その際義務が本質的な目的であり対

象であるのだからこの他在は即自的には無意義な現実ではあるが，すでに見た

ようにSubjektは抽象的な観念性を自己の態度とするのであるから，それに

応1二てこの他在の側もそれ自身で完結した世界，「自然一般」という実在性の

形態を取乱①’道徳的意識の存在が前提される時には，行為に於いて義務が

実現されねばならないが，②’この道徳的意識に対して自然が対立する，自然

自身の法則にとっては義務の法則は疎縁なものであるから，道徳的意識は，自

己の現実性である義務と自然の現実性である自然自身の法則とが相互にglei－

chg世1tigであり，両者の一致が偶然的であることを経験せざるを得ない。①”

従って道徳的意識は行為の「動機」たるのみで「行為によって実現し成功を享
．　　　　　　　（21）

愛するという幸福」を断念せざるを得ない。しかし②”行為に於いてこの契機

は叉絶対的に必要である。何故なら，行為とは義務の普遍性をこの（dieses）

個別老に於いて実現することであり，従って「自己を実現されたものとして直
　　　　　　（22）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）

観ずる個別的意識」という契機は「実現された義務・対象的となった目的」と

いう概念の内に必然的な契機として含まれていなければならないからである。

この個別者に於ける自己実現の契機とはへ一ゲルによれば「享受」のことであ

り，従って享受は道徳性の必然的契機たらねばならない。それゆえ形式主義の

道徳性の視点から行為を把握する場合には，享受は義務に，自然性は道徳性

に，実在性は観念性に一致し調和せねばならない（Sollen），ということにな
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る。しかし①と②の契機を，絶対的に分離したものと把える観念論の立場に於

いては，両者は現実的に統一されるものとしては考えられない。しかしながら

行為に於いては両契機とも必然的契機なのであるから，両者の調和は，現実的

には存在しないがしかし「必然的に存在するものとして恵佳される，いいかえ

　　　　　　　　　　　　（24）
れば『要請』されるのである」。この要請された存在とは，カントが「最高善」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（25）
として規定したところの「純粋実践理性の対象の無制約的総体」すなわちIdee

なのであるが，それは「必然的に存在すると思惟されはする」がしかし現実的に

は認識されも洞察されもせず，ただ実践的に可能な，しかし現実的ではないも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26）
の，「全ゆる理性的存在者にとってその全道徳的希求の掲げられた目標」とし

てただ「可想界」に於いて求められるにすぎないのである。このようにIdee

は，行為に於ける実在性と観念性との統一として定立されているが，次にそれ

は数多性と単一性（Enheit）との統一の意義をもつものとして現われてくる。

　①，形式主義の道徳的意識にとっては唯一義務として妥当するものは，格率

の杉夫のみを規定するものとしての純粋義務だけである。②，しかし行為とそ

の実現過程に於いては上述のように「個別性」は必然的契機であり，このこと

によって多様なる道徳的関係，義務の内容が存在することにた乱①’形式主

義にとってはただ純粋義務のみが妥当するのであるから，多様な義務は各々限

定されたもの，特殊なものとして本来その妥当性を有していない。②’しかし

純粋義務のみでは如何なる道徳的内容も存在しないのだから，多数の限定され

た義務内容が要求される。

　従って多数の義務を義務として，純粋義務の定立と同時に妥当せしめる根拠

として，ただ形式のみを以って自己の基盤とする実践理性＝純粋意志ではた

く，それの外部にある他の意識が「要請」されねばならないのである。この要

請された意識は，純粋実践理性には欠けていた側面，すなわち「行為への必然

　　　　　　　　　　　　　　　　（27）
的関係，つまり限定された内容の必然性」を具有し，そのことによって純粋義

務としての形式の普遍性の下に義務の数多性・特殊な内容の規定を自己自身か

ら，且自己自身の内に定立するものとして，「普遍と特殊がその内で端的に一
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　　　　　　　（2呂）
であるような意識」なのである。そしてカントに於いてはこれが，理性的存在

者としての人間の行為の可想的根拠とされた。この普遍性と特殊性を統一する

意識は，カントが「原型的知性」「直観的悟性」すなわちIdeeとして規定し

たものである。それは「分析的普遍（概念）から特殊与えられた経験的直観」

へと進まねばたらずその際後者の規定性に関して何事をも規定することがない

ような人間的悟性とは異なり，「総合的普遍（一つの全体そのものの直観）か
　　　（29）
ら特殊へ」進むものであり，且その際「直観の完全な自発性の能力」によって

特殊を自己産出するような意識なのである。従ってそこに於いては特殊は普遍

の自己規定として，後者との統一が保証されており，単一性と数多性との統一

が実現されて居り，しかも数多性とは現実的行為の内容をなすものであったの

だから，このような「原型的知性」一Ideeは観念性と実在性との統一を担うよ

うなSubjektなのである。

　しかしながらカントに於いではこのようなSubjektも又r必然的に存在す

ると思惟される」もの，可想的なものにすぎず，現実的なSubjektとしての

人間存在が必然的に陥いった対立の故に，必然的にそれの彼岸に要請されねば

たらないものであり，現実的な主体に対してただ「規範」としてのみ妥当し

て，現実性のうちでは把握されえぬような「自体」An・sichにすぎなかった。

へ一ゲルにとっては，このただ要請されたにすぎないSubjekt，つまり普遍と

特殊・個別，観念性と実在性との統一の意識を，現実的な行為の場に於いてそ

れの根拠として現実化することが唯一の関心事であり，基本的問題なのであ

る。すなわち，このr自体」として定立されたSubjektと現実的なSubjekt

を統一することとして，へ一ゲルの「主体の概念」の成立の構造が問題となっ

てくるのである。

　2）へ一ゲルの「良心」論

　我々は今やへ一ゲル自身の提示するIdeeの出生を考察しうる段階にある。

その際考察の素材を提供しているものは『精神現象学』駆出の章の「C良心，

美貌，悪と赦し」と名付けられた箇所での展開である。

　現実的な行為の場に於いてはかの「自体」と現実的主体との分離はすでに止
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揚されているという考え方がへ一ゲルの基本的立場である。すなわちはSubj－

ektは行為する際には自から決定するものであるがゆえに，純粋義務とそれに

対立せしめられていた自然・感性としての現実性との分離，あるいは純粋義務

の普遍性と，個別的行為に関係して生ずる義務の特殊性との分離は止揚され，

かかる両項は同一のSubjektの内に還帰している。つまり行為はここでr基

体（subjectum）」としてのr自己」というSubjektを中心点としているので

あり，そのSubjektはそのうちに於いては純粋義務もそれに対立せられた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
自然もいずれもが止揚された契機であるような「具体的な道徳精神」なのであ

る。このように，普遍性と特殊性，客観的妥当性と自己の主観的決定を共に自

己の知とするような「総体知」としてのGe・wissen（良心）にして初めて行為

に於ける中心点となることができるのであ乱　このGewissenの展開に即し

てへ一ゲルはIdee＝絶対精神を導出するのである。我々はこの展開の過程に

於いて，先の対立する二契機が最早相互に硬直した対立をなすのではなく，同

一のSubjektの内在的契機に転化される事情を見ることができる。まず第一

に観念性はここでは最早，行為に於ける対象対現実と硬直した対立をなすので

はない。すなわちこの際のSubjektはr総体知」としてのGewissenである

から，先のカント的立場に於ける場合とは異なって，対象的現実は，意識から

分断されて絶対的にそれに対立したもの，つまり固有の法具uを具えた自然一般

という意義を脱している。つまりそれは「対象性」としてはあるが同時に又意

　　　　　　　　　　　　（13）
識がそれを知っているとおりに」存在してもいるのである。すなわちそれはい

わば，意識化された自然性・現実性なのである。従ってSubjektは形式主義

に於ける場合のように，全ゆる実在性に対して無関心な形式性に固執するので

はなく，逆にそれ自身の内に，観念性と同時に実在性，理性性と同時に享受・

自己実現の契機を具えていることになる。

　このようにして行為の契機は自己（Selbest）の内に収劔する。そしてこの

Selbstは具体的な自己確信に即して行為に於ける個別性の契機つまり一定の内

容を満たすのであり，そのことによって同時に，形式としての純粋義務の普遍

性を充実させるのであるから，この場に於いてはじめて，純粋義務を義務とし
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て自己に対して妥当せしめるところの普遍的意識であると同時に，この個別的

な意識としての自己自身についての知でもあるような「単純な自己」が完成す

るのである。いいかえれば，普遍的形式を自分自身の内容によって自から充た

すものとしての真の「個体的自己」「個別的なSubjekt」が完成するのである。

　第二に，同時に又普遍性の契機もここに存在している。ここでへ一ゲルはこ

の普遍性の有する意味の転換を次のように準備している。先に述べたように，

カントに於ける普遍性とは，純粋義務という純粋な抽象，純粋な形式として内

容から分離されたものであった。しかしここでは，個体的自己が義務の内容を

為すのであるから，「義務はもはや自己（Subjekt）に対立する普遍者ではなく，

このように分離された場合には何らの妥当をも有さないことが自覚されてい
（32）

る」。つまり全てのSelbestがそれぞれ行為の中心点たることを得て，純粋義

務はそれの実在性と内容を，個別者としての意識自身の現実に於いてのみ有し

ているのであるから，今この場で要請されている「普遍性」はまさしくこの充

実されたSelbst自身の運動の展開として成立すべきものなのである。このこ

とはへ一ゲルによって次のように規定されている。「Gewissenは純粋義務，な

いしは抽象的な『自体』を放棄したのではない。そうではたくて純粋義務は今

や普遍性として他者に関係するという本質的契機とたるのである。Gewissen

は諸自己意識の共同の境地であり，この境地こそが，その内に於いて行果が存

在と現実性を有するところの実体であり，そしてその境地とは他者によって

　　　　　　　　　　　　　　　　（33〕
『承認』されるという契機なのである。」これがへ一ゲル独自の普遍性の把握で

ある。すなわち普遍性とは形式主義に於けるような「抽象的非現実的実在

（Wesen）」ではなく，「承認されてある（Anerkamtsein）という契機，つまり

・・@　　　　　　　　　　　　　（測
定在する純粋意識という契機」を意味している。そして更に，普遍性を具有せ

る行為とは次のように規定されている。「従って行為とはただ自己の個別的内

容を，その内に於いてこの内容が普遍的，つまり承認されているところの対象

的境地の内に移すことであり，そしてまさに内容が承認されているということ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
こそが行為を現実性たらしめる中なのである。」普遍性とはこのように，あく

までも具体的内容の内に実現されるもの，それ自身の内に行為の個別性を内在
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させるものとしてへ一ゲルによって把握されているのである。そしてこの普遍

性を担うSubjektとは，自己と他者とのr相互承認」によって成立し，且各

個別者の内容の客観的妥当を保証するr暴徒」とこそあr壬在（Subjekt）」，

つまり共同化された意識として定立されている。

　我々はここで次のことを見ることができる。すなわち今出現した個別性と普

遍性に於けるSubjektの在り方はまさに，へ一ゲルによって解釈し直された

ところの，行為の二契機の新たなる在り方であり，しかもその際両者は先の経

験主義や形式主義に於けるように硬直した対立をなすのではなく，Subjektの

内に内在化され，止揚された契機として現われているのである。

　我々は今や，へ一ゲルのIdee成立の最終局面に立っている。何故なら今出

現した，両契機を自己の契機として止揚するSubjektの成立こそがまさに，

Ideeの成立を意味しているからである。この成立を媒介するものは，両契機

に於ける意識の「相互承認」を通じた「宥和」としてへ一ゲルによって規定さ

れている。へ一ゲルはこのことを次のように叙述する。「宥和のことばは，普

遍的実在としての自己自身についての純粋な知をその正反対の知の内に，つま

り絶対的に自己の内に存在する個別性としての自己自身についての純粋な知の

内に直観するところのr定在する精神（der　daseiende　Geist）』を意味してい

る。いいかえればr相互承認」を意味しているのであり，これこそがr絶対精
　　　　　　　　　　（36）
神』に外ならないのである」。このように「精神」つまり両契機の同一性を成

立せしめる媒介の運動が相互承認の運動とされた。この「絶対精神」とは，

『精神現象学』に於いて，Ideeに対して与えられた名称であるが，これは次の

ような構造を有する。第一の契機は普遍性の契機であるがこれは，全ての「自

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
己（Se1best）」の「共同性」としての「純粋な連続性」である。第二の契機は

　　　　　　　　　　　　　　（37）
個別性であるがこれは「自己内存在」という絶対の非連続であって両者は論理

的には矛盾対当をたす。しかしすでにみたように両者いずれも自己自身の内に

自己の反対の契機を内在せしめて居り，しかもそれらは同一のSubjektの契

機であるから，従って両者の対立はむしろ，普遍性と個別性の統一としての
　　　　　　　　　　　　　（38）
rIch＝Ichという不可分の連続性」に帰着する。このIch＝Ichという形式は，
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フィヒテが提示した自我の第一原則であるが，へ一ゲルはフィヒテを批判する

中から，この形式を自己意識の単なる抽象的自同性・同一律としてではなく，

「単純な自己」としての個別的自我と，自己自身の内に具体的内容を包含する

「共同の境地＝相互承認の境地」としての普遍的自我との同一性として把握

し，その意味でIch＝Ichを「絶対精神」，あるいはIdee，の構造としたので

ある。あるいは別の用語でいえば，Ideeとは，カントに於けるような形式と

しての抽象的普遍性ではたく，「相互承認」としての「共同化された意識」と，

自己丙存在としての個別性との統一として把捉されたのであり，その意味で

r内在」こそがr超越」でありr超越」こそがr内在」とした点に於いてへ一

ゲルはカントを乗り越える立場を提示せんとしたのである。

　我々はここで冒頭の問題に立ち帰ってみよう。「実体」が何故「主体」とし

て肥えられるのか，あるいは逆に何故「主体」が「実体」たり得るのか，が最

初の問題であった。これに対する答は今や明白である。先に自己意識の共同の

境地こそが，その内に於いて行為が存在と現実性を有するところの「実体」で

あり，その境地は「相互承認」の境地である，というへ一ゲルの叙述が示して

いるように，へ一ゲルの提示する「実体」とはまさしく，「相互承認」という

個別的意識・自我の運動によって成立する「共同化され普遍化された意識」の

請いであり，しかもそれは個別的意識，或は反省的主観性の運動によって媒介

されたものとして後者との同一性が保証されているのである。すなわちr実

体」とはr自己意識」というSubjektの統一として構成されるところのGeist

であり，その意味で自己自身がSubjektなのである。しかもr相互承認」の

運動は単なる抽象的普遍性に有らずして，「相互承認」の形態の種々相を現実

的な行為の領域に於いて展開する可能性を有しているのであり，ここに叉行為

の真の根拠であるIdeeが種々相に於けるr現実的精神」として現実性の内で

展開される基盤も開けている。
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